
 

船舶事故等調査報告書 

                                 平成２３年８月２５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第４９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年４月２日 ０９時１６分ごろ 

発生場所 神奈川県横浜市 京浜港横浜区 大黒防波堤西灯台から真方位１７６°２

km付近（概位 北緯３５°２５.８′ 東経１３９°４１.７′） 

事故等調査の経過 平成２２年４月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 貨物船 BRAVE
ブレイブ

 PESCADORES
ペ ス カ ド レ ス

（パナマ共和国籍）、５,４７１トン 

 ９１０９９４０（ＩＭＯ番号）、ETERNAL PESCADORES S.A. PANAMA 

Ｂ 貨物船 錦
きん

隆
りゅう

丸、４９９トン 

 １４０６６９、錦城海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、中華人民共和国籍、パナマ共和国免状 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷外板に破口、凹損及び擦過傷 

Ｂ 右舷ボートダビッドの損傷、搭載交通船の落下による全損 

 事故等の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１８人が乗り組み、船長Ａが操船指揮を執り、航海

士及び甲板手が船橋当直に就き、喫水が船首約２.１２ｍ、船尾約５.２４

ｍの空船で平成２２年４月２日０６時５０分ごろ京浜港横浜区Ｙ２錨地に

投錨したが、Ｙ２の境界から東方に出てしまい、その旨を港務通信局から

指摘を受けたので、０７時２５分ごろ揚錨した。 

 Ｙ２錨地には、投錨時、Ｂ船を含めて約５隻の船舶が錨泊していた。 

船長Ａは、適当な錨泊地を探して航行し、横浜区の本牧ふ頭Ｄ突堤に約

６０ｍに接近したのち、Ｂ船を左舷前方に見て右舷前方から強風を受ける

態勢で南進中、０９時１６分ごろ左舷船首部とＢ船の右舷船尾部が衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか５人が乗り組み、喫水が船首約１.７ｍ、船尾約３.

７ｍの空船で衝突場所において右舷錨鎖７節で錨泊していた。 

船長Ｂは、Ｂ船が南西方に向いていたとき、右舷後方からゆっくり接近

するＡ船に気付き、衝突のおそれを感じ、汽笛を吹鳴しようとしたが鳴ら

ず、右舷船尾部とＡ船の左舷船首部が衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ６、視程 約６km 

海象：潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約１ｍ、潮流 南西へ約０.５ノッ

ト、波高 約１.５～２ｍ 

 その他の事項 Ａ船及びＢ船のＡＩＳ情報から、０９時１６分ごろ両船が最も接近し

た。 



 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与

気象・海象の関与 

判明した事項の解析

Ａ あり、Ｂ なし 

なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ船は、京浜港横浜区Ｙ２錨地において、投錨場

所を探しながら南進中、船長Ａが南西風の影響に対

する配慮が適切でなかったことから、錨泊中のＢ船

に接近して衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、京浜港横浜区Ｙ２錨地で錨泊中、船長Ｂ

が、接近するＡ船に気付き、汽笛を吹鳴しようとし

たが、汽笛が吹鳴しなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、京浜港横浜区Ｙ２錨地において、Ａ船が投錨場所を探しなが

ら南進中、Ｂ船が錨泊中、船長Ａが南西風の影響に対する配慮が適切でな

かったため、Ａ船がＢ船に接近し、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

 




